
地域学校協働活動を推進するための体制 （イメージ） 
● 地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていく活動＝「地域学校協働活動」を積極的に推進 
● 従来の個別の活動の充実、総合化・ネットワーク化を図り、「支援」から「連携・協働」を目指す新たな体制として「地域学校協働本部（仮称）」を整備 
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■学校支援地域本部、放課後子供教室等の機能をベースとして、①コーディネート機能を強化し、②より多くのより幅広い層の活動する地域
住民の参画を得て活動を多様化し、③継続的な地域学校協働活動を実施する「地域学校協働本部（仮称）」へと発展 

■それぞれの地域や学校の特色、実情やそれまでの経緯を踏まえ、地域学校協働活動の推進に係る施策を実施 
■地域学校協働活動の核となるコーディネート機能を強化 
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Ａ.地域学校協働本部 
（仮称） 

【地域コーディネーター】 

 

（1）ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ機能 
（2）多様な活動 （より多くの 
   地域住民の参画） 

（3）継続的な活動 

本部の構成３要素 

社会教育のフィールドにおいて、地
域の人々や団体により「緩やかな
ネットワークを形成した任意性の高
い体制。地域の実情に応じて活動内
容を選択して実施。 

統括的なコーディネーター 

地域住民、保護者、企業・団体等が参画 

◎連絡・調整 
◎助言・指導 
◎人材育成 

Ｂ.地域学校協働本部 
（仮称） 

Ｃ.地域学校協働本部 
（仮称） 

【地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ】 

【地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ】 

※複数の学校による体制を整備するケースも想定 

◎学校との連携・協働 
◎住民・保護者間の連絡・調整 

・地域学校協働活動の推進に係る施策を実施 
・域内の市町村教委における地域学校協働活 
 動の推進を支援 

都道府県教育委員会 

・地域学校協働活動の推進に係る施策の実施 
 （地域学校協働本部（仮称）を推進するため 
 の組織体制の整備、コーディネーターの配 
 置・育成、発掘、地域学校協働活動を推進 
 するための計画の策定等） 
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資料３－６ 

※都道府県教育委員会において統括的なｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを 
  委嘱することも想定 


